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D-428 心筋マーカー（胸痛） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「胸痛」の病名のみに対する下記検査の算定は認められな

い。 

・ CK アイソザイム及び CK-MB 

・ 心筋トロポニン I 及び心筋トロポニン T 

・ H-FABP 

・ 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ 

 

○ 取扱いの根拠 

 心筋マーカーは、急性心筋梗塞等の早期診断や梗塞の程度を知る上での

指標として用いられる。「胸痛」は必ずしも心筋障害によって起きるとは

限らず、心筋障害が疑われる場合に施行する心筋マーカー検査には適応と

なる傷病名が必要であり。したがって、「胸痛」の病名のみでの心筋マー

カーの算定は認められないと整理した。 

 


